


埼玉県で風俗営業が禁止されている地域

埼玉県では地域が第一種地域から第五種地域まで分類されており、下記の第一種地域が風俗営業が禁止される地域となり
ます。

・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域(4,5号営業のみ一般回道の境界線から30m以内の地域を除く)

・準住居地域(4,5号営業のみ一般回道の境界線から30m以内の地域を除く)

・田園住居地域
・国家公安委員会規則で定める地域(新座市、川越市、所沢市、狭山市、坂戸市、さいたま市岩槻区、自岡市の―部 )

埼玉県では保全対象施設として学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所、特別養護老人ホームが指定されています。
特別養護老人ホームが指定されるのは1都3県では埼玉県だけです。
大宮の駅前は第五種地域に指定され、他の地域と比較して制限が大幅にfAI和 されるのが特徴です。

図書館
児童福祉施設
病院、診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有する

第 三 種 、 四 種 地 域
図書館
児童福祉施設
病院、診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有する

図書館
児童福祉施設
病院、診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有する

第 種 地 域 第一種地域、第二種地域、第四種地域及び第五種地域以外の地域
第 種 地 域 商業地域

第 四 種 地 域

さいたま市大宮区宮町4丁目25番 1～ 6、 9、

さいたま市大宮区宮町4丁目26番 1～4
さいたま市大宮区宮町4丁目28番 1～ 5
さいたま市大宮区宮町4丁目29番 1～4
川口市西川口1丁目13番 1～ 14、 16～ 19

10、 13～ 17、 21～ 23、 26、 28、 29、 3

第 五 種 地 域 さいたま市大宮区仲町1丁目、2丁目

風俗 とは?
接 待 飲 食 等 営 業 1号 営業

キャパレー、料理店、社交
飲食店

キャパレー、待含、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接
待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

2号 営業 低照度飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客
席における照度を10ルクス以下として営むもの (1号該当除く)

3号 営業 区画席飲食店
喫茶店、バー、その他設備を設けて客に欧食をさせる営業で、他
から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以

遊 技 場 営 業 4号 営業
マージャン店、パチンコ店
等

マージャン店、バチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそ
るおそれのある遊技をさせる営業

5号 営業 ゲームセンター等

スロツトマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途
以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いること
ができるものを備える設備その他これに類する区画された施設に
おいて当該遊技設備により客に遊技をさせる営業

二  種  地

第 五 種 地


